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優れた指導者の
監督の下での
実務経験（４年）

実務経験（７年：
第一次試験合格前
の経験も算入可能）
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第一次試験における免除制度
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一次試験
免除

一部
免除

技術士審議会の答申を受け、平成１２年度に制度取り入れ

技術士法第３１条の２第２項
「大学その他の教育機関における課程であつて科学技術に
関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であ
るものとして文部科学大臣が指定したものを修了したものは、
第四条第二項の規定にかかわらず、技術士補となる資格を
有する。」

技術士分科会の審議等を経て、内規にて一次試験免除とな
る教育課程は日本技術者教育認定機構（ＪＡＢＥＥ）の認定
を踏まえて文部科学省にて指定すると定められた。

平成１２年度法改正時に免除要件を変更

技術士法第５条第２項
「文部科学省令で定める資格を有する者に対しては、文
部科学省令で定めるところにより、第一次試験の一部を
免除することができる。」

技術士法施行法第６条において、共通科目を免除とされ
る資格、すでに技術士である者の科目免除が定められ
た。

第一次試験共通科目の免除指定は、大学の教養教育
程度の自然科学に関する科目（数学、物理学、科学、化
学生物学、地学）のうち２科目を試験において確認する
ものであり、同程度の知識があるものを基準としている。
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火薬類の保安責任者試験科目

－－一般教養課目（数学、
物理学、化学、外国語、
国語、社会科）

一般教養課目（数学、
物理学、化学、外国語、
国語、社会科）

一般教養課目（数学、
物理学、化学、外国語、
国語、社会科）

－－－火薬類製造工場に必
要な機械工学および
電気工学大要

火薬類製造工場に必
要な機械工学および電
気工学大要

－－－火薬類性能試験方法火薬類性能試験方法

－－－火薬類製造方法火薬類製造方法

一般火薬学一般火薬学信号焔管、信号火せん
または煙火（原料用火
薬および爆薬を含
む。）製造工場保安管
理技術

火薬類製造工場保安
管理技術

火薬類製造工場保安
管理技術

火薬類取締法令火薬類取締法令火薬類取締法令火薬類取締法令火薬類取締法令

乙種甲種丙種乙種甲種

火薬類取扱保安責任者火薬類製造保安責任者



xi

甲種・乙種火薬類製造保安責任者試験の試験免除

要受験

要受験

要受験

要受験

要受験

要受験

火薬類製造工
場保安管理技
術

要受験

要受験

要受験

要受験

要受験

要受験

火薬類取締
法令

以上に該当しない者

高等学校以上の学
校を卒業した者

大学、高等学校、高等
専門学校を卒業し、機
械工学および電気工
学を修得した者

大学、高等学校、高等
専門学校の工業化学
に関する学科を専修し
て卒業した者

大学の工業化学に関
する学科において火
薬学を専修して卒業し
た者

火薬学に関し工学博
士の学位を有する者

受験者区分

免除免除免除免除

免除免除免除免除

要受験要受験要受験要受験

免除要受験要受験要受験

免除免除要受験要受験

免除免除要受験要受験

一般教養
課目

火薬類製造工場に
必要な機械工学お
よび電気工学大要

火薬類性能試
験方法

火薬類製造方
法

全国火薬類保安協会ホームページから
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保安責任者試験の試験免除（その２）

要受験

要受験

丙種試験の受験者区分に、この区分は存在しない

要受験

要受験

丙種試験の受験者区分に、この区分は存在しない

火薬類取締法令

火薬類製造保安責任者

（丙種）

火薬類取扱保安責任者

（甲種・乙種）

受験者区分

要受験

要受験

免除

免除

免除

免除

一般火薬学

要受験

要受験

要受験

要受験

要受験

免除

火薬類取締法令

以上に該当しない者

高等学校以上の学校を卒
業した者

鉱山保安火薬係員試験に
合格した者

大学、高等専門学校、高
校及び専門学校で火薬学
を修得して卒業した者

大学の工業化学に関する
学科において火薬学を専
修して卒業した者

甲種・乙種火薬類製造保
安責任者免状を有する者

免除免除

要受験要受験

免除要受験

免除要受験

一般教養課目火薬類製造工場
保安管理技術

全国火薬類保安協会ホームページから
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航空機製造等の技術者に係る制度

経済産業省 航空工場検査官

製造、修理の方法

検査・許可

航空工場検査員

指名

検査・許可
等の事務
に従事

従業員
（航空工場検査員有資格者）

•検査員の申請

•航空検査技術者の選任届出

航空検査技術者

航空機又は航空機用機器

•航空機の製造や
修理の結果の確認

•航空機用機器の
生産技術基準適合
に関する製造証明

•航空機製造事業者

•航空機修理事業者

•航空機用製造・修理事業者

選任
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航空工場検査員国家試験の仕組み

試験
（国家試験の種
類ごとに、下の
試験科目の中
から４～７科目
を受験）

試験科目（全４０科目）
１．法及びその付属法令、２、航空機の強度、構造及び性能に関する理
論、３．航空機の材料に関する事項、航空機の製造及び修理の方法に
関する事項、５．航空機用原動機の強度、構造及び性能に関する理論、
６．航空機用原動機の材料に関する事項、７．航空機用原動機の製造
及び修理の方法に関する事項、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
40.ガスタービン発電機制御装置の製造及び修理の方法に関する事項

科目合格

国
家
試
験
合
格
証
交
付

合格

科目合格した科目は、
同種類の国家試験３回

以内は試験免除

国家試験（１３種）受験申込
1. 航空機
2. 航空機用原動機、
3. 航空機用プロペラ
4. 回転翼
5. 降着装置
6. 発電機
7. 空気調和装置用機器
8. 飛行指示制御装置
9. 統合表示装置
10. 航法用電子計算機
11. レーザージャイロ装置
12. 回転翼航空機用トランスミッション
13. ガスタービン発電機制御装置

他の国家試験に合格し
た場合は、その国家試
験において受験した試

験科目を免除

新
規
受
験
者

専修した学科の種類に
応じて試験科目を免除
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専修した学科と試験一部科目免除の関係

•法及びその付属の法令

•国家試験の種類ごとの「製造及び修
理の方法に関する事項」

•発電機、統合表示装置、航法用電
子計算機、レーザージャイロ装置
以外の国家試験

大学、高等専門学校で機械工学
又は精密工学を専修して卒業し
た受験者

•法及びその付属の法令

•国家試験の種類ごとの「製造及び修
理の方法に関する事項」

•飛行指示制御装置大学、高等専門学校で計測工学
又は応用物理学を専修して卒業
した受験者

•法及びその付属の法令

•国家試験の種類ごとの「製造及び修
理の方法に関する事項」

•発電機

•航法用電子計算機

大学、高等専門学校で電気工学
又は電子工学を専修して卒業し
た受験者

•法及びその付属の法令

•国家試験の種類ごとの「製造及び修
理の方法に関する事項」

•発電機、レーザージャイロ装置以
外の国家試験

大学、高等専門学校で航空工学
を専修して卒業した受験者

そのうち免除されない

試験科目

一部免除される国家試験の

種類

試験免除される受験者の

学科区分



xvi

電気主任技術者免状交付の枠組み

第１種電気主任技術者免状

第２種電気主任技術者免状

第１種電気主
任技術者試

験受験

学歴と業務内容に
応じた必要な実務
経験

実務経験５年以上

第３種電気主任技術者免状

学歴と業務内容に
応じた必要な実務
経験

実務経験５年以上

第２種電気主
任技術者試

験受験

第３種電気主
任技術者試

験受験

学歴と業務内容に
応じた必要な実務
経験

経済産業大臣認定校の必要単位履修
単位不足の場合、科目合格により単位補充ができる。
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第３種電気主任技術者試験制度

第
３
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
取
得

試験合格
（４科目合格）

※３年間ですべて
の科目に合格

筆記試験

・理論
・電力（設計等）
・機械（電動機等）
・法規

不足単位の
科目に合格

学
歴
と
業
務
に
応
じ
た
実
務

経
験
を
満
足

認
定
校
卒
業
者

所定の単位を
修得して卒業

単位不足者
（２科目まで）

一部の科
目に合格
（１～３科目

合格）

新
規
受
験
希
望
者

受
験
申
込

過去２年間に科
目合格した科目
は、申請により免

除

（財）電気技術者試験センターの資料を加工
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